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医療整備課長 

 

 

医療法施行細則の一部を改正する規則の公布について（通知） 

 

 「医療法施行細則の一部を改正する規則」（令和８年埼玉県規則第３８号）が、令和

８年３月３１日に公布され、令和８年４月１日から施行されます。 

 改正の主な内容は下記のとおりですので御了知くださるとともに貴所管内の医療機

関へ周知をお願いします。 

 なお、一般社団法人埼玉県医師会長、一般社団法人埼玉県歯科医師会長に別途通知

したことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 改正の主な内容 

（１）医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等に伴う改正（令和７年厚生労働

省令第２１号） 

（２）医療法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第６６号）、医療法施行規

則等の一部を改正する省令（令和８年厚生労働省令第４６号） 

※別紙医療法施行細則一部改正の概要のとおり 

 

２ 新旧対照表 

  別添のとおり 

 

３ 施行日 

 令和８年４月１日 

 

４ その他 

 改正後の様式は県ホームページで御確認ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/onrainsinryoujyusinsisetu.html 

 

 

 

担 当：医務担当 中野 

電 話：０４８－８３０－３５３９ 

メール：a3530-03@pref.saitama.lg.jp 
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